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特定教育保育施設特定教育保育施設特定教育保育施設特定教育保育施設のののの利用定員の設定利用定員の設定利用定員の設定利用定員の設定のののの意見聴取につ意見聴取につ意見聴取につ意見聴取についていていていて     

 
１１１１    意見聴取概要意見聴取概要意見聴取概要意見聴取概要    

確認に係る利用定員の設定 
市長は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の利用定員を定めようと

するときは、子ども・子育て支援法第 77 条第 1 項の審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。（子ども・子育て支援法第 31 条及び同法第 43 条第 3 項） 

 
２２２２    確認確認確認確認に当たっての考え方に当たっての考え方に当たっての考え方に当たっての考え方    

本市では次の考え方に基づき認可及び確認をします。 
（１）生駒市子ども・子育て支援事業計画における「教育・保育の量の見込み

及び供給体制の確保」の内容を踏まえ、認可・確認します。 
供給過剰となる場合などは、認可・確認しないこともあります。 

（２）「生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」及
び「生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基
準を定める条例」において定めた基準を満たす事業を認可・確認します。 

 
３３３３    定員を増員する施設について定員を増員する施設について定員を増員する施設について定員を増員する施設について     

令和２年４月に保育所からこども園へ移行予定  

設置・運営法人  社会福祉法人 晋栄福祉会  
設置・運営者所在地 大阪府門真市北島町１２番２０号 
代表者職・氏名 理事長・濱田 和則 
施設名  いちぶちどり保育園 
施設所在地  生駒市壱分町８３番８７ 
事業の種類  幼保連携型認定こども園  
認可定員  0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 
2 号（保育） 10 15 18 22 22 22 109 
1 号（幼稚園）    2 2 2 6 
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（参考）  

子ども・子育て支援法子ども・子育て支援法子ども・子育て支援法子ども・子育て支援法     

（特定教育・保育施設の確認） 
第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保

育施設の設置者（国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項
に規定する国立大学法人を含む。附則第七条において同じ。）及び公立大学法人（地
方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立
大学法人をいう。）を除き、法人に限る。以下同じ。）の申請により、次の各号に掲
げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ご
との利用定員を定めて、市町村長が行う。 
一 認定こども園 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 
二 幼稚園 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分 
三 保育所 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項

第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分 
２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとする

ときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置して
いる場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子
ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

３ 市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、
内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 

 
（特定地域型保育事業者の確認）  

第四十三条 第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保
育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る
地域型保育事業を行う事業所（以下「地域型保育事業所」という。）ごとに、第十
九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員（事業所内保育の事
業を行う事業所（以下「事業所内保育事業所」という。）にあっては、その雇用す
る労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業
を自ら施設を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当
該事業所内保育の事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員で
ある事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等（児
童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をいう。）に係るもの
にあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。）
の監護する小学校就学前子どもとする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子
ども」という。）及びその他の小学校就学前子どもごとに定める第十九条第一項第
三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。）を定めて、市町村長が
行う。  

３ 市町村長は、第一項の規定により特定地域型保育事業（特定地域型保育を行う事
業をいう。以下同じ。）の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第七十
七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意
見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当
事者の意見を聴かなければならない。  
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（市町村等における合議制の機関） 
第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、

審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。  

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事
項を処理すること。  

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事
項を処理すること。  

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項
を処理すること。  

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推
進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。  

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の
子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。  


